
 

Ⅵ 消費生活トラブル注意報！！（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の中から、若者に多い 

事例について紹介しています。 

 

 

 

 



第 53号 

（2022年 4月） 
●２０２２年４月１日 成年年齢は１８歳になりました！ P56 

第 54号 

（2022年 6月） 
●SNSでＰＲすればキャッシュバックで実質無料！？ P57 

第 55号 

（2022年 8月） 

●動画配信サービスのサブスク契約、解約手続きをしたのに毎月請

求されている！？ 
P58 

第 56号 

（2022年 10月） 
●契約中の脱毛エステ店が倒産してしまった！ P59 

第 57号 

（2022年 12月） 

●低価格を強調する広告に要注意！～その注文、定期購入になっ

ていませんか？～ 
P60 

第 58号 

（2023年 2月） 

●「ひとり暮らしをサポートします」という勧誘… 借金を強引にすす

められても「契約しない」とはっきり断りましょう！ 
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